
中小企業・小規模事業者の皆様へ中小企業・小規模事業者の皆様へ

滋賀働き方改革推進支援センター

厚生労働省委託事業
（一社）滋賀経済産業協会

〒520-0806 大津市打出浜2番1号 コラボしが21（５F）　滋賀経済産業協会内

受付：9:00 ～ 17:00
( 土日祝・行政機関の休日除く)

077-526-3577
hatarakikata-shiga@s-keisankyo.or.jp

0120-100-227

受託：

どのように就業規
則の見直しを

したらいいのかわ
からない・・・。

人手不足をどのよ
うに解消したらい

いか・・・。

生産性を上げた
いが具体的に

何をしたらいいか
・・・。

多様な勤務時間
の導入を検討した

いが

何からはじめれば
いいか・・・。

就業規則

人手不足

生産性向
上への取

組み

多様な働
き方

ハラスメント対策の研修会をしたいが相談にのってもらえないか・・・。

労働関係助成金の活用について相談したい・・・。

70歳までの従業員に就業機会をつくる必要があると聞いたがどうすればいいか・・・。

労務管理でわからないことがあり、相談したい・・・。

正社員と非正規社員との間に待遇の格差があるがその理由を説明することができない・・・。

働きやすい職場づくり

助成金の活用

高齢者の雇用推進

同一労働同一賃金

労務管理

該当する　    は

　ありませんか？

事業主向けセミ
ナーに自由に参加
できます。

研修会、講習会、セミ
ナーに講師を派遣しま
す。オンラインも対応。

社労士等の専門家が支援
センターに常駐して電話・
メール・来所による相談に
対応します。

ご希望により社労士等の専門家
が企業へ訪問し、相談に対応しま
す。　原則３回（最大６回まで）

あなたの会社の
お困り事ご相談ください

働き方改革をサポー
トします

無 料
相談支援

企業への訪問
コンサルティング

セミナーの
開催

セミナーへの
講師派遣

電話相談

利用できるサービス

社会保険労務士等の
専門家が問題解決に向けて
お手伝いいたします
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企業訪問コンサルティング等申込書

事 業 所

住 所

電話番号

E - m a i l

業 種

ＦＡX番号

ご担当者名

（
紹
介
元
）

依
頼
の
き
っ
か
け

申込内容

希望日時

従業員数 名

□商工会議所　　　□商工会　　　　　□中小企業団体中央会　□業界団体

□金融機関　　　　□センターＨＰ　　□厚生労働省ＨＰ　　　□労働局ＨＰ

□労働基準監督署　□ハローワーク　　□地方自治体　　　　　□案内ちらし

□ＳＮＳ　　　　　□よろず支援拠点　□知人・取引先企業　　□その他（　　　　　　　　）

□有給休暇の取得推進

□時間外労働の削減

□正規社員と非正規社員との均衡均等な待遇確保や待遇差への理由付け

□労務管理全般（就業規則や社内規程の見直し、職務分析・職務評価等）

□多様な勤務時間の導入（テレワーク、フレックスタイム制、変形労働時間制など）

□労働関係助成金の活用

□ＩＴ活用による仕事の効率化 (小額投資のＩＴ化、オンライン会議等 )

□65歳超の雇用推進

□働きやすい職場環境づくり（意識改革、ハラスメント対策、福利厚生など）

□副業・兼業の解禁

□人材確保・定着

□その他

< 個人情報の取り扱い >　

□ 来所相談（センターに来所いただきご相談に応じます）
□ 企業訪問コンサルティング（専門家が貴社に直接訪問しご相談に応じます）

相
談
内
容

下記の項目にご記入の上、こちらの用紙を滋賀働き方改革推進支援センター宛にFAX077-526-3577してください。

ご記入いただいた個人情報は当センターにて厳重に管理し、この事業の目的（申込みに伴う連絡、メールマガジン・各種お知らせ等の配信・送付、
サービス向上のためのデータ分析等）に利用いたします。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

WEB
簡単申込みは
こちらから ⬅

第１希望　　　　年　　　月　　　日（　　）　午 前　・　午 後 

第２希望　　　　年　　　月　　　日（　　）　午 前　・　午 後  

第３希望　　　　年　　　月　　　日（　　）　午 前　・　午 後  


